
様式第十四 (第二十人条第四項関係 )

ヘ 戸
　
　
一形質変更時要届出区域台帳

町田市

指定調査機関の名称

ユーロフィン日本環境株式

会社
株式会社東京カンテイ

汚染土壌の処理方法

浄化等処理施設、分別等
処理施設にて処理

595至だ

土壌搬出

征

〇

有・無

有・無

有・無

面積

町田市小川宇十号
小川字十一号 16

５

０

１

２

64番 2の一部及び

番 1の一部

出量基準 f第二溶出量基準

実施者

名鉄不動産株式会社、大

栄不動産株式会社、株式

会社長谷エコTポ レー

ション

所在地

適合 しない基準項 目

含有量基準 。溶出量基準・第二溶出量基準

含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準

含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準

含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準

法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域である。

2014年 7月 18日 P形 -1

土地の形質の変更の種類

汚染土壌の掘削除去

完了時期

2014年 9月 22日

指定に係る特定有害物質の種類

鉛及びその化合物

指定年月 日・指定番号

事業場敷地

2014年 7月 18日 、2015年 2月 2日

届出 (着手)時期

2014年 9月 8日

報告受理年月 日

2014年 6月 17日

整 -26-2

土地の形質の変更
の実施状況

整理番号

調製・訂正年月日

形質変更時要届出区域の概況

法第14条第 3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨

土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行 う区画の選定等又は試料採取等を 省略した土壌汚

染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の

理由

汚染の除去等の措置が講じらわた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除
去等の措置

法第58条第 4項第 9号から第11号 までに該当する区域にあつては、その旨

形質変更時要届出
区域内の上壌の汚
染状態

1 この の は、 日 A4

2「形質変更時要届出区域内の上壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行らた日、当該試料の測定の結果等を記載 した書類

を添付すること。



1

゛

1247ド
06m

‖

゛

韮鐸

250話
125m

25467 5 4 O
起点

+
A

B

C
47 3 47
06m   06恥

475ボ
1 25rn

46
06m

471下
06m

349ド
06m

o      lo     20     50m

g   h   i

|

|

|

|

I

賜笏 鉛含有基準超週工事範囲

| ]大価クロム浴出 。鉛含有基準超過工事範囲

ド■迅大l函 クロム浴出。鉛含有基準超週 (高鴻度)工事範囲

平面団

基準不適合土壊掘削除去工事

標準施工断面団
漂痕:06n 漂慶:1.25m

施工手贖

4仮 回い 敷き飲板を設置する。

2必要に店ヽしじ留を設置する。

5/ヽ ッタ本ウ1こ より を区団ま当深度まで掘WIを 行う。

4羞率不適合土l妻 1よ  ダンブト
'ッ

クに宦種縦送み 筑!理施設に報巴 処分を行う

5紀肖‖完了後出来形確認・管妻を行う。

6掘削跡は、場内健全土壊にて理戻しセ行う。

図5-2 施工方法平面 。断面図




